
松岡病院 院内掲示に係る項目 

１．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている 

保険医療機関です。 

① 保健医療機関の名称  
 

医療
イ リ ョ ウ

法人
ホ ウ ジ ン

松岡会
マ ツ オ カカ イ

 松岡
マ ツ オ カ

病院
ビョウイン

 

② 病院管理者  
 

院長
インチョウ

：北原
キ タ ハ ラ

 健二
ケ ン ジ

 

③ 診療科目  
 精神科・心療内科・内科・胃腸科 

④ 診療日・診察時間  
 月曜日～土曜日  午前９：00～12：00 午後 13：00～17：00 
⑤ 休診日  
 日曜、祝祭日、夏期(8 月 13 日～１５日)、年末年始(12 月 31 日～1 月 3 日) 

⑥ 病床数  
 合計 218 床 病棟数：4  (認知症治療病棟 60 床・女性精神療養病棟 60 床・ 

男性精神療養病棟 60 床・精神科病棟入院基本料 15：1 38 床) 

2 ．入院基本料について                       

松岡病院では、２階～５階までの各階にそれぞれ特徴のある入院病棟を準備させて 

いただいております。 
 

その内容は以下の様になっております。                       

 

２階：医療保険適用 認知症治療病棟入院料 
 

 ２病棟と言います。（看護職員 ２０：１  看護補助者 ２５：１） （６０床） 

この病棟では、１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と８人以上の 

看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

◎ 朝８時４５分から夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は９人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。 
 

◎ 夕方１７時から朝 8 時４５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６０人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は６０人以内です。 



３階：医療保険適用 精神療養病棟入院料 15：１ 

 

 ３病棟と言います。   （６０床） 

この病棟では、１日に１２人以上の看護要員（看護師及び准看護師及び看護補助者）

が勤務しています。うち、６人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と、６人以上

の看護補助者が勤務しています。なお時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

４階：医療保険適用 精神療養病棟入院料 15：１ 

 

 ４病棟と言います。   （６０床） 

この病棟では、１日に１２人以上の看護要員（看護師及び准看護師及び看護補助者）

が勤務しています。うち、６人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と、６人以上

の看護補助者が勤務しています。なお時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

５階：医療保険適用 精神科病棟入院基本料１５：１ 

 

 5 病棟と言います。  （３８床） 

この病棟では、１日に８人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 朝８時４５分から夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 15 人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は 15 人以内です。 
 

◎ 夕方１７時から朝 8 時４５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６０人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は６０人以内です。 

◎ 朝８時４５分から夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 15 人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は 15 人以内です。 
 

◎ 夕方１７時から朝 8 時４５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６０人 

以内です。看護補助者１人当たりの受け持ち数は６０人以内です。 

◎ 朝８時４５分から夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 1０人 

以内です。 
 

◎ 夕方１７時から朝 8 時４５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１９人 

以内です。 



３ ．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、栄養 

管理体制、褥瘡対策、意思決定支援、身体拘束最小化について 
 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療

計画を策定し、7 日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定め

る院内感染防止対策、医療安全管理体制、栄養管理体制、褥瘡対策、意思決定支援、身

体拘束最小化の基準を満たしております。 

４ ．明細書発行体制について 

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、

個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で

発行することとしております。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですの

で、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への

発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出くだい。 

５ ．当院は 下記の届出を行っております。  

１）入院時食事療養（Ⅰ）の届出に関する事項 

松岡病院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって 

管理された食事を適時、適温で提供します。 

                                           

食事の時間は、出来るだけご家庭での生活の時間と同じように、次の時間にご提供いた 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

温かい、栄養のある食事で、入院生活に活力を養っていただければ幸いです。 

 

◎  朝  食 ・ ・ ・ 朝 ８ 時  

 

◎  昼  食 ・ ・ ・ お 昼 １ ２ 時  

 

◎  夕  食 ・ ・ ・ 夕 方 ６ 時  
 



当院が届出を行っている施設基準 
令和 7年１１月１日現在 

 

特別な療養環境提供の実施に対する届け【個室料】 

病 棟 部屋区分 部屋数 個室料(税込)  備     品 

２病棟 個室２ ２０床 ￥1,650 
机・椅子・ロッカー・洗面台 

・電動ベッド 

３・４病棟 個室２ 各１２床 ￥1,650 
机・椅子・ロッカー・洗面台 

・電動ベッド 

５病棟 

個室２ ６床 ￥1,650 
机・椅子・ロッカー・洗面台 

・電動ベッド 

個室１ ２床 ￥3,300 
机・椅子・ロッカー・洗面台 

・電動ベッド・トイレ・シャワー 

正 式 名 称 受理番号 病床数 

医療 DX 推進体制整備加算 （医療 DX）第 1394 号  

精神病棟入院基本料 （精神入院）第 509号 ３８床 

救急医療管理加算 （救急医療）第 186号  

看護配置加算 （看配）第 647号  

看護補助加算 （看補）第 1450 号  

療養環境加算 （療）第 195号  

精神科身体合併症管理加算 （精合併加算）第 6号  

精神科救急搬送患者地域連携受入加算 （精救急受入）第 53号  

後発医薬品使用体制加算Ⅰ （後発使１）第 289号  

精神療養病棟入院料 （精療）第 69号 １２０床 

認知症治療病棟入院料Ⅰ （認治１）第 24号 ６０床 

入院時食事療養 （食）第 781号  

薬剤管理指導料 （薬）第 319号  

精神科作業療法 （精）第 96号  

精神科ショート・ケア「小規模なもの」 （ショ小）第 27号  

精神科デイ・ケア「小規模なもの」 （デ小）第 98号  

医療保護入院料等診療料 （医療保護）第 12号  

外来・在宅ベースアップ評価料（1） （外在べⅠ）第 578号  

入院ベースアップ評価料（18） （入べ 18）第 15号  

酸素単価 （酸単）第 151743 号  



 

   

 

 



６ ．医療 DX 推進体制整備加算について 

当院では、九州厚生局に「医療 DX 推進体制整備加算」の届出を行っております。 

  医療 DX 推進の体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用 

して診療を行う医療機関として、以下の体制を整えております。 
 

1．医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等を活用して診療 

を実施している医療機関です。 

2．マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り 

組んでいる医療機関です。  

７ ．看護職員の負担軽減及び処遇改善 

当院では、看護職員の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取組みを 

行っています。 
 

◆看護職員と他職種との業務分担推進  

◆看護補助者、クラークの配置  

◆短時間正規雇用の看護職員の活用  

◆勤務時間短縮、配置部署の配慮  

◆妊婦や育児、介護等のための勤務時間短縮、夜勤免除、配置部署の配慮  
 

８ ．個人情報の保護に関する事項 

当院では、「個人情報の保護に関する法律」等に基づき、必要な診療情報などの個人

情報を適正に利用・管理しています。個人情報を適正に管理することは松岡病院の社会

的責任と考え、病院として個人情報の保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知

徹底を図り、個人情報保護に努めます。 


